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法令の定め

（返還の免除）
第４条　知事は、修学資金の貸与を受けた者（以下「修学生」という。）
が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、修学資金の全部
の返還を免除するものとする。
(１)　養成施設等を卒業した日から１年を経過する日までに免許を受
け、直ちに、前条に規定する業務に従事し、疾病、負傷その他やむを
得ない事由により業務に従事できなかった期間を除き、引き続き５年
間業務に従事したとき。
(２)　前号に規定する業務従事期間中に業務上の事由により死亡し、
又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができな
くなったとき。
２　知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったとき
は、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(１)　死亡又は心身の著しい障害により、修学資金を返還することが
できなくなったとき。

審査基準

・京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例
（平成08年03月29日 条例第9号）
・京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例施行規則
（平成08年03月29日 規則第19号 ）
・京都府理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士　修学資金貸与養
成施設等取扱要領

経由機関名

法令番号 平成08年03月29日 条例第9号 

根拠条項 第4条

処分権者 京都府知事

審査基準及び標準処理期間

項目 内容

処分名
理学療法士等修学資金貸与に係る処分

法令名 京都府理学療法士等修学資金の貸与に関する条例


